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使ってやっておられます。 

 長井がこのバイオマスに関しては本当に全国

でも先駆的なところだということの評価は、先

ほど来申し上げましたが、高いのでありまして、

ぜひ時間をかけてと言わずに、それこそバイオ

マス長井戦略会議等々など名前もつけてでも立

ち上げていただければと思う、そんな希望も申

し上げながら、質問を終わりたいと思います。 

 まだ、時間若干残っておりますが、後に続く

議員の方々に時間をお譲りして、これで質問を

終わります。ありがとうございました。 

 

 

 小関秀一委員の総括質疑 

 

 

○佐々木謙二委員長 次に、順位４番、議席番号

５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今まで特に江口委員には

壮大な総括の質問ありまして、長井の将来とか

さまざまな課題について、特に市長の見解など

をお聞きして、大変参考になったなというふう

に思います。 

 ただ、私、外を見ながら、さらに雨あんまり

降んねえといいなというふうに。きのうからの

雨で現実、こういう建物に入ってると見えない

んですが、きのうは朝から夜半まで、みんな、

特に私の地域に関しては出る人がみんな出はっ

て点検をしたり、水の回しをしたり、特に私の

ところは土地改良事業もしておる関係もあって、

業者の方も一緒になって地区回りをしたという

ふうな１日でありました。もう少し雨が続けば

大変な被害になることを想定しながら、少し床

下まで及ぶような自宅については、平野の安全

推進協議会の方、いわゆる自治防災組織の方と

相談をしながら、避難所の手だてまで実はした

部分もあったわけで、一般質問のさなかに質問

でもさせていただいた、思ってもいないときや

っぱり災害というのは来るんだというふうなこ

とも、きのうも、きょうも心配事の一つとして

味あわされている現実であります。 

 水っていうのはやっぱりないときは汲んでお

き、あるときは凶器になるというふうなことで

ありますので、住民の方々の安全なり、百姓の

立場からいえば農地の保全なりを含めて、いろ

んないわゆる準備をしておかなければなという

ふうに改めて思ったところであります。 

 できれば、時間が許せばですが、市長なり担

当課長さんからきのうの被害など、報告あれば

よいわけですが、まだこういう雨のさなかであ

りますし、総括の質問には上げておりませんの

で、後日報告いただきたいもんだなというふう

にお願いを申し上げまして、総括の質問をさせ

ていただきます。提示をさせていただきました

質問に沿って始めます。 

 ３月議会の条例改正で既に長井市の体育施設

条例については指定管理者の部分とパークゴル

フ場の利用料金について設定をされ、またさら

には、予算処置の中では債務負担行為について

の決議をもう既になさってるということであり

ましたので、そこを戻すなということはないわ

けで、それに沿って今般の特に議案の54号 指

定管理者制度の指定についての議案が提示され

たものというふうに理解をしております。 

 指定管理者制度については、るる振り返って

申すまでもなく、賛否についてはいろいろあっ

かと思います。市民へのサービスがもっと向上

するように民間の力を入れていくのだとか、さ

まざまいい点と、今までにじゃあ、市役所職員

なり直営でしてきてなして効率的でねかったん

だかというふうな、両面を考えた問題点あるわ

けで、その論議をしてくと時間もこの場ではあ

りませんのでおかせていただきますけれども、

当然今回の指定管理者制度を提案されるに当た

って、条例改正を既にされておりますので、こ

このところについてご質問をさせていただきま
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 まず、管理制度の基本方針なりガイドライン

なり、長井市で既につくっておられます。私も

初めてでありましたので、見せていただきまし

たが、行政メリットを判断するには、管理運営、

また民間に委託した方がメリットあるという根

拠が当然あろうかというふうに思います。積算

もしながら直営でした場合と民間に委託した場

合のメリット、これは比較する材料がなればど

なたも議論できないわけなんで、その点につい

て基本方針に掲げておるメリットについて市長

から再考というか、考えをお聞かせ願いたいと

いうふうに思います。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 その前にちょっとこのたびの豪雨についての

被害状況を少しだけ、よろしいですか。 

 けさの８時半の段階での集計でございますが、

市内各所にて道路の冠水とそれから床下浸水が

10軒ほどございました。場所といたしましては、

栄町と本町のあたりでございます。例えば焼き

鳥のきちろさん周辺ということで、ここが５軒

ほど。それから駅前通りの中央十字路とか、ラ

ーメン、中央会館の前にありますが、あの辺は

道路冠水等々が激しかったようであります。そ

れ以外にも台町、九野本、大屋敷ですね。伊佐

沢、上伊佐沢、平山とか台町、やはり九野本、

あの辺が一体的に道路冠水と床下浸水があっと

いうことで、消防団員の方が延べで300名ほど

出ていっていただきました。 

 市の方でも昨夜遅くまで警戒警報がずっと出

てる間は交代で対応をしておりました。総務課、

それと農林課と建設課とさまざまな形で、あと

消防と対応してきたところでございます。 

 今後もこういった対応には万全を尽くしたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それで小関委員からございました、これは自

治法の改正によりまして、私の理解の場合です

と、直営していたものはいいんですが、全面的

に委託した部分というのはございました。それ

らについては指定管理者にしないとだめだと。

あるいは一部直営して、あと一部管理運営委託

という形でないとだめだというような法改正が

あって、私ども長井市としてもその法にのっと

って長井市の公の施設の管理について法に照ら

し合わせて、違法な部分については指定管理者

制度にするか、もしくは一部直営を行うかとい

うようなことを検討いたしました。 

 例えば図書館、長井市の場合ですと図書館の

ようなものが一番最初、検討に入った部分であ

ります。その際に方針ということで小関委員も

ごらんになったと思いますが、これは平成18年

の１月につくった導入に当たっての基本的な考

え方というのが６項目ほどございますが、私が

市長に就任させていただいた後、私の基本的な

考え方はいわゆる行革メリットを第一にするの

ではなくて、いかに公の施設が市民の皆様にと

って使いやすい、あるいは例えば地区公民館に

ついても指定管理者制度をさせていただいたわ

けですが、指定管理者制度によってなお一層公

の施設の目的達成に寄与されると思われるもの

についてはぜひ進めるべきだという判断で、私

としては判断してきたというところでございま

す。大まかにはそんなところでございます。 

○佐々木謙二委員長 小関秀一委員、挙手してく

ださい。 

 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 特に導入の考え方、市長

から６つほど基本的にはあるということであり

ますけれども、当然地方自治法なり、それに合

わせての条例を改正しながら指定していくとい

うふうな、導入をしていくというふうなことで

ありますが、市の公の施設の設置者として、市

民に対して施設の責任を負ってると。つまり設

備については設置をしておる市があくまで責任
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はあるんだというふうなことだというふうに思

います。裏を返せば指定をしておる側は維持管

理というふうなことでよろしいんですか。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 指定管理者については維持管理

というよりも委託ではなくて委任するという考

え方です。結局指定管理者制度そのものの考え

方なんですが、いわゆる民間のいろんなノウハ

ウとか、あるいはさまざまな創意工夫によって

直営でするより、あるいは一部管理運営するよ

りもそちらの方がより市民にとって利用目的に

資するという場合ということで、委託ではなく

て委任です。もう中身まである程度任せてしま

うという考え方が指定管理者の基本的な考え方

です。 

○５番 小関秀一委員 了解しました。 

○佐々木謙二委員長 小関委員に申し上げますが、

挙手してください。 

 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 委任をするんだというふ

うなことでありますので、私が質問したのは施

設、市の設備について設置をして、委任につい

ては維持管理を委任するというふうに理解して

よろしいのかという質問でありますので、それ

についてお聞きをしたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 運営についても委任っていいま

すか、移管、言葉の使い方いろいろありますの

で、総務課長の方から正確に申し上げます。 

○佐々木謙二委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 お答えいたします。 

 正確かどうかちょっと自信はありませんが、

市長答弁なさいましたように、これまでの公の

施設、これは公の施設の概念から始めますと大

変長くなりますけども、いわゆる施設管理とい

う側面から見た場合の施設という分類というふ

うに、まずご理解いただきたいと思います。財

産面から見た施設というのとまた違う区分にな

りますので、ここではあくまで公の施設、いわ

ゆる施設の管理という部分のところ、この管理

の範囲というのがまたいろいろ難しいところで

ありますが、そこをまずご理解いただきたいと

思います。 

 これまでの、平成15年の法改正前の公の施設

の管理に当たりましては、管理委託制度、いわ

ゆる委託という部分で委託契約方式、これは公

法上の契約、それから司法上の、例えば清掃業

務ですとか警備業務ですとか、事実上の委託な

ども入ります。区分はちょっと違いますが。そ

ういった委託管理制度からいわゆる委任、先ほ

ど市長申し上げましたように、具体的に当事者

が受任者の職務権限となると。その事務につい

ては受任者がみずから専ら自分の責任において

処理するということでありますから、その管理

権限自体が指定管理者に移るという、まずそこ

が大きなポイントでございます。 

 それから、ご案内のことと思いますけども、

かつての委託管理制度、これは委託の範囲、委

託できる範囲が限定されておったと、公共的団

体ですとか。それが個人以外のすべての団体に

指定管理者制度の場合は変更になったというこ

とでございます。 

 委託から委任へということで、その一番大き

なポイントは施設の使用の許可、いわゆる委託

業務につきましては、これはあくまで市の方に

管理権限が残っております。ですから、委託者

はいわゆる使用許可ということはできません。

ところが、これが指定管理者になったことによ

りまして、受任者みずから権限を持ちますので、

そういったことで使用の許可ができると、ここ

がまた２つ目の大きなポイントでございます。 

 いろいろ制度、平成15年当時の制度改正の中

身でいろいろ混乱も、ちょっと私ども理解の部

分であったかと思います。その中で特に私ども

のところでは18年１月に、ちょっと時間が遅く

なりましたけども、制度を導入するに当たりま
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してガイドライン、この基本方針も含めて作成

をいたしまして、今後の長井市の公の施設に十

二分に対応できるようにという意味合いからこ

のような整備を図ってきたということでござい

ます。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今、総務課長から詳しく

説明あった部分は基本方針についての主な留意

点の特徴の部分であります。むしろ気つけてい

かんなね部分というのは、主な留意点、ページ

でいうと４ページに当たるわけですが、の４番

で、業務委託契約との関係の中で施設全般の管

理に及ぶような包括的な業務委託契約を締結す

ることは、法の趣旨、恐らく地方自治法だと思

いますけれども、趣旨から適当でないというふ

うに、これはここだけは気をつけんだよという

ふうに逆に整理をされておるわけですが、この

点についてもう少し説明をいただきたいなとい

うふうに思います。 

○佐々木謙二委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 この意味合いは、基本的に

は指定管理者制度を採用したわけでございます

ので、先ほど申し上げましたように、従来の委

託管理制度とは全然もう管理権限、権限が違う

わけでございます。ここでいうところの説明の

ところは、いわゆる業務委託契約との関係とい

うことでありますけども、指定管理者が例えば

指定管理者を受けて、その後において指定管理

者の側から例えば先ほどの警備業務とかあるい

は清掃業務とか、そういった契約を外注で出す

というようなこともあるわけです。こういった

部分は具体的にはできますと。部分的な業務委

託ですから、司法上の委託ですから。それを例

えば指定管理者が丸投げをしてほかの団体に業

務をさせると、そういうようなことはできない

と。 

 ちょっと私、説明してること内容が違うかわ

かりませんが、そういうことでございます。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 その基本方針にのっとっ

て今般のパークゴルフ場にかかわる指定管理の

議案を出されたということで、私も個人的には

文教の協議会なり文教常任委員会の傍聴させて

いただいたりして、各担当から説明をされた部

分についてお聞かせをいただきました。パーク

ゴルフ場が完成して、これから市民に利用して

いただくというふうなようやく準備が整った段

階で指定管理を指名するに当たって、先ほど、

繰り返しになるわけですが、３月に既に管理料

というふうに私は理解するわけですが、債務負

担行為として委託料3,000円を市の予算で計上

しておられるということについて、これはどな

たに、総務課長から説明をいただければありが

たいなと思います。 

○佐々木謙二委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 済みません。その前に先ほ

どの部分でありますが、４ページの４番、５番

についての説明、ちょっと私、これを間違えま

したね。直営で、先ほど市長から一等最初答弁

ありましたが、平成15年の法改正以降、いわゆ

る施設を直営でやっていく場合、これはもう指

定管理者制度にするか、あるいは直営のまま残

すか、この二つに一つしか道はないということ

をここ申し上げてるんです。その直営の中で部

分的な委託業務、事実上の警備業務ですとか、

そういった部分はできますよと。しかし、かつ

ての管理委託のような契約方式ができないと。

ですから、今、公の施設の管理については直営、

それから指定管理者、この２つに１つなんです。

これをまず頭にご理解いただきたいと思います。

失礼しました。 

 それから、債務負担のお話でございますが、

これはちょっと私よりも財政課長の方がよろし

いかと思いますので、財政課長にちょっとお答

えしていただければと思います。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 
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○内谷重治市長 これにつきまして、じゃあ、財

政課長の方から答弁いたさせます。 

○佐々木謙二委員長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。 

 これにつきましては、平成22年の12月28日に

総務省の自治局長の方から指定管理者制度の運

用についてというふうな通達が出ておりまして、

その中で留意すべき点ということで助言があり

ました。指定管理期間が複数年にわたることが

見込まれる場合には、必ず債務負担行為を設定

しなさいよというふうなことが示されておりま

す。 

 債務負担行為といいますのは、もう一つ継続

費と同じように予算の会計年度独立の原則に対

する例外措置でありまして、二、三年から10年

間ぐらいにわたって事業を継続するような場合

には、例外的に認められた制度でございまして、

債務負担行為設定3,000円というものは、指定

管理料として３月の議会において、総務・文教

委員会で審議されて議決をいただいたわけでご

ざいますが、その中身につきましては、指定管

理料そのものが受ける予定されてる団体の方で

は市から指定管理料をもらわなくても収入でペ

イできるというふうなことでございましたので、

念のため３年間ということで１年1,000円とい

うふうな感じで指定管理料として債務負担行為、

これは予算措置でございますもんで、債務負担

行為だけは設定しておりますが、款項目といい

ますか、節の中で委託料というふうな格好では

計上してございません。もしこれが必要であれ

ば、1,000円が必要であるということであれば、

さらに今年度1,000円から3,000円の間で計上で

きるというふうなことになります。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今、大変な発言をされま

したけども、３月の時点で債務負担行為3,000

円、３年間っていうふうに予算書では書かれて

おりますので、１年間1,000円計上なさってお

ります。今、財政課長は受けられる団体が委託

料は要らないと、利用料で賄えるから要らない

というふうに説明されましたが、その時点で指

定管理を受けられる団体というのはもう決まっ

ておったというふうに受け取ってよろしいんで

すか。 

○佐々木謙二委員長 どなたですか。 

 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 決定しておったというわけで

はありませんが、今回のパークゴルフ場の指定

管理者については非公募ということでやってい

ますので、その時点でこれまでかかわってこら

れたのがわクラブというふうな方向での話はあ

ったということです。決定しておったわけでは

ありません。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今、財政課長はこの仕事

を受けられる団体にお聞きしたところ、委託料

はなしでも運営できるというふうに説明をされ

たのでお聞きしたわけですが、受けられるであ

ろうというふうな意味でのがわクラブにお聞き

をしたいというふうなことだとすっと、非公開

といえども、その団体がもう既にパークゴルフ

の維持管理に当たるというふうなことで前段か

ら進んでおったということで理解してよろしい

んですか。 

○佐々木謙二委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 指定管理者制度の導入につい

て、公募であるか非公募であるかというのは、

担当課の方の判断で今までのその施設に対する

かかわりのある団体とか、また先ほど市長から

もあったように、設置目的に合ったような市民

サービスの向上のために頑張ってくれるような

団体であるかどうかということから検討します

ので、今回のパークゴルフ場については指定管

理者を導入するというふうに教育委員会の方で

決めておって、そしてこれまでかかわってこら

れているのがわクラブが非公募の候補というこ
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とになっておったということでございます。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 こまいこといっぱい聞き

たかったんだけど、ここの原則のところでちょ

っと疑問が出てきたんで。例えば私も、じゃあ、

公開、非公開というのはどこでだれが決めんの

やという質問も予定して……。 

（「公募」の声あり） 

○５番 小関秀一委員 公募、非公募か、失礼し

ました、もとい。公募、非公募をいつどういう

ふうな形でお決めになるのか、教育長からお聞

きをしたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 公募、非公募については先ほ

ども申し上げましたけども、今回パークゴルフ

場の社会体育施設としての議決を３月にいただ

いてるわけです。社会体育施設ですから、教育

委員会の管轄になります。社会体育施設を直営

でやるのか指定管理者でやるのか、その辺の検

討をした結果、指定管理者を導入すると。その

際、これまでパークゴルフ場建設のためにかか

わってこられて、そして施設整備の管理運営、

またはパークゴルフの利用者の増加、そういう

ふうなことに一生懸命頑張ってくれる長井パー

クゴルフ協会が適切なんじゃないか。ただし、

管理運営団体としてパークゴルフ協会がだめだ

ということで、のがわクラブ、別組織をつくっ

た団体に非公募でお願いしたいということで話

をしてきています。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 それを決められたのはい

つですかというふうにお聞きをしております。 

○佐々木謙二委員長 佐藤孝博生涯スポーツ課長。 

○佐藤孝博生涯スポーツ課長 のがわクラブの非

公募につきましては、３点ほど理由がありまし

て、指定管理者候補といたしまして候補にさせ

ていただきました。それにつきましては、先ほ

ど来出ています債務負担行為の前にいろいろ所

管課で検討しながら、指定管理者としてのがわ

クラブを非公募でやりたいということで、最終

的には長井市の指定管理者候補選定委員会に諮

りまして、その場でのがわクラブを正式な候補

として選定いたしまして、このたびの議会に指

定をさせていただくべく提案をさせていただい

たというものでございます。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 いつ決められたのか、再

度お答えいただきたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 佐藤孝博生涯スポーツ課長。 

○佐藤孝博生涯スポーツ課長 先ほど申し上げま

した指定管理者候補選定委員会にお諮り申請さ

せていただきましたのは５月10日でございます。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 常任委員会に示された管

理者制度の資料にも申請団体の面接については

プレゼンテーション、指定管理者選考委員会、

23年５月10日というふうに書かれておりますが、

ここで審査は審査委員会は開かれたものだなと

いうふうには思われますが、これと先ほどの３

月議会に提案された債務負担行為の先ほどの説

明と合わせますと、随分見解が違っておるよう

ですので、市長からご答弁をいただきたい。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 教育長からご答弁願いま

す。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 最初、私ご指名いただいて、そ

の後、教育長ということでございましたが、私

の方からまず最初にお答えさせていただきます。 

 小関委員がおっしゃってるのは、３月の債務

負担行為を議決いただくときに、もう既に年間

1,000円の3,000円と３年間で、これが上程され

てるだろうと。だからその3,000円というのは

どこで判断したんだというような趣旨のご質問

かというふうに思います。 

 これにつきましては、昨年の12月に23年度の
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予算を大体骨格を決めるわけでございますが、

その段階で教育委員会の体育施設としてこれを

扱うのが適当だろうということから、教育委員

会の中でご検討いただいて、そして先ほど申し

上げましたように、非公募でこれはのがわクラ

ブ、パークゴルフ協会は適してないので、のが

わクラブに任せるのがいいだろうということで

いろいろ協議、事前にしてるわけですね。最終

的には議会の承認をいただかないと契約はでき

ません。それから細かい協定も契約が終わった

後です。ですから、その前に細かい部分を決め

るというのは事前着工に当たるんで、これはし

てないわけですね。ただし、３月の債務負担行

為の議決をちょうだいするには、いわゆる運営

そのものがどうなるかということの想定をしな

きゃいけない。その中で使用料を、利用料です

か、500円いただければ十分に賄えるというこ

とから、指定管理料はゼロで大丈夫だという判

断のもと上程させていただいたということでご

ざいますので、12月に基本的に大体の線を決め

たということでございます。 

 教育長の方からもし間違っておりましたら、

一般的な私、流れを申し上げたのでありまして、

上程したところについては教育委員会の中で検

討いただきましたので、教育委員会の中でその

点を答弁して、よろしいですか。 

○佐々木謙二委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 ３月の3,000円のかかわりと

いうことでのご質問に対しては、先ほど市長か

らあったとおりだなというふうに私も思ってい

るところですが、それ以上のことというのは私

の方からはお答えすることはありません。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 私、市長から今、12月に

既に教育委員会で予定されるであろうのがわク

ラブと相談の上、委託料については必要ないの

であげないという話を今お聞きしたばかりです

が、先ほど財政課長からは３年3,000円、年間

1,000円という説明をいただいて、予算書にも

上がってるわけです。ゼロ円と1,000円では、

たかだか1,000円だけども、要らねえっていう

のが……。市長が必要ないといわれたのでゼロ

円でいいと委託料って今おっしゃったので、私

はお聞きするわけですが、ゼロ円と、財政課長

がおっしゃった３年3,000円、年間1,000円では

ゼロ円と1,000円では全く、物すごく違うわけ

です。予算書に上がっているか、たとえ100万

円であろうと1,000万円であろうと、ゼロ円と

は。そこを私お聞きしたいんです。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 説明がちょっと不適切で申しわ

けなかったんですが、債務負担行為として上げ

る場合、ゼロ円では上げられないもんですから、

金額を名目上、上げたということで、詳しくは

財政課長の方から答弁させます。 

○佐々木謙二委員長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。 

 債務負担行為につきましては、当初予算の第

２条で債務負担行為を設定してございます。こ

れには期間と金額を設定するわけでございます

が、ゼロ円計上というのは、損失補償とかそう

いったことでない限り金額が入ってくることに

なりますので、ゼロ円で３年間を債務負担行為

設定しますよということにはいきませんので、

いわゆる一般的に言う存目というふうな感じで

1,000円ずつ３年間の3,000円というふうに理解

していただきたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 理解不足だったのかもし

れませんので、それでは、先ほど来お聞きをし

ておる３月の議会で債務負担行為をするに当た

って、もう既に12月からのがわクラブとの接触

があって委託料でなくて利用料金でパークゴル

フ場の維持管理についてはできるというふうな

すり合わせの中でもう既に進んできたというふ

うなことで理解をさせていただいていいという
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ことですか、今回の議案の前段で。教育長、お

願いします。 

○佐々木謙二委員長 佐藤孝博生涯スポーツ課長。 

○佐藤孝博生涯スポーツ課長 このたびの指定管

理者のがわクラブにつきましては、長井市パー

クゴルフ場が平成22年４月に完成しまして、そ

の後に長井パークゴルフ協会がそこの維持管理、

ボランティアで草刈りとか除草とかをやってき

ました。そのころから建設課が所管でありまし

たので、山形県からの管理運営を長井市に移管

するというものを受けて、所管課の建設課と生

涯スポーツ課でいろいろ検討をさせていただき

ました。 

 そういう検討の中でのがわクラブの方から指

定管理者をぜひ受けたいという申し出が既にご

ざいました。そんな中でのがわクラブについて

は今後の長井市パークゴルフ場の管理運営につ

いて強い熱意、強い意思を持っている。２つ目

としては全国のパークゴルフ場や近隣のパーク

ゴルフ場の設計、管理運営に携わっている人、

県パークゴルフ協会指導部長で公認コースを選

定できる人、ゴルフ場の芝刈り、施設の管理に

精通している人、そして実際にパークゴルフを

プレーし、楽しんでいる愛好者の皆さんが熱意

を持って管理することが最良の施設管理、芝管

理ができるということ。３つ目にのがわクラブ

が指定管理者となることで、パークゴルフの愛

好者が増加し、スポーツ振興につながる。また、

のがわクラブの会員の皆さんは他市町村の協会

並びにパークゴルフ愛好者の交流を深められて

いることから、そういう方たちが長井市に訪れ

る愛好者が相当数見込めるということから、経

済効果も期待できるのではないかというふうな

理由によりまして、非公募としてのがわクラブ

を指定管理者候補にするということで、教育委

員会内で決定をさせていただきました。 

 その後……。 

（「経過はいいです」の声あり） 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 経過についてはいいんで

すが、聞きたいことは、さらにさかのぼって言

えば教育委員会として指定管理者を内定をした

というのはいつだかということも聞きたいんで

すが、そんなことをするとあと18分しかありま

せんので。債務負担行為1,000円の部分って私

は納得いかないです。むしろのがわクラブが要

らねえって、委託料なしでもやっていかれると

いうのに、市から委託料の科目をつくってる…

…。 

（「必要だった」の声あり） 

○５番 小関秀一委員 ということを私は思いま

した。 

 あとじゃあ、大事なことをちょっと飛ばしな

がら、大事なところ。指定管理者制度の地方自

治法と長井市の、今回は長井市体育施設条例の

第７条の第２項にいろいろ委任についての業務

の内容を項目として上がっておるわけです。今

回はパークゴルフ場でありますので、体育施設

の使用の許可の業務、体育施設の施設及び設備

の維持管理、あと体育施設が行う事業の企画実

施ということであります。 

 のがわクラブから明示されました計画書を見

させていただきますと、私は条例で言う施設に

当たるであろうというふうに思われます水飲み

場、例えば31万円、看板、約ですが10万円、休

憩所、あと樹木採取21万円、芝刈り機１台63万

円と15万円、あと芝刈り機のガレージ７万

5,000円等々が市の借り入れをしながら整備を

していくんだと、みずから、というふうな説明

をいただきました。 

 どう見ても私は例えばですが、芝刈り機１台

は、これどういうふうに見るのか。私んだ例え

ば事業、農業という事業を行っておる立場から

いえば、これは道具とか備品じゃなくて、資産

の分だべなというふうに、これだれしも思うわ

けです。通常であれば100万円する機械につい
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ては農業機械だと７年とか、こういう施設の芝

刈りの場合だと５年ぐらいなのかどうかわかり

ませんので、それもあわせてお聞きしたいわけ

ですが、これを委任を受ける当事者がそろえる

べきものなのかどうかお聞かせをいただきたい

と思います。教育長、お願いします。 

○佐々木謙二委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 体育施設条例第７条には、業

務内容として４つあるわけですが、今回ののが

わクラブで整備するというふうに出してきた今

あったような水飲み場、看板、休憩所等、これ

は工事ということじゃなくて、行政の方ではコ

ースは設定しました。あと水飲み場もあります。

電気も配線してます。パークゴルフ場をよりよ

いパーク場にするためのグレードアップのため

の備品というふうなとらえ方で、維持管理業務

に入るというように思っています。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 大変グレードアップをす

るためにのがわクラブは勝手に利用者をふやす

ためにも含めて、そういう経費を使っていくの

だというふうな理解を教育長はしてやるという

ことだね。私は個人的には２回、常任委員会の

傍聴と同席したり、新しい議員で行ったりして

施設も見せていただきましたが、例えば水飲み

場も蛇口が一つあるだけ。広い18コースある、

２コースあるところで。トイレも延々と20分も

歩かないと便所にたどり着けないような現場の

中で、のがわさんがおっしゃるように年間１万

人も利用すっとすれば、やっぱりグレードアッ

プしんなねべなとつくづく思います。便所だっ

てもうちょっと近いところにあった方がいいと

か。ただ、看板とか樹木まで委任を受ける団体

がそろえて利用者をふやす努力までさせるのが、

公の私たち長井市の施設を預ける立場であろう

かなというふうに思います。 

 例えばですが、例えば直営にした場合、実際

に長井市でそういう手だてなり整備をして市民

の方々に喜んでもらう施設を用意すんのが役所

の仕事だべした。例えば午前中の町田委員の質

問でも、例えば学習プラザについて質問の中で

も、利用しやすいように整備をしてく、これか

らしてくんだと。やっぱり将来あそこも指定管

理者制度になるのかどうかは全く別にしても、

いろんな市民の方、スポーツ関係者の意見を聞

いてこういうこと足んねえときは整備をするの

は市、設置者である市の仕事だべって私は思い

ます。 

 今、教育長からあったように、暑過ぎるとき

日よけになるようなっていう樹木採取とか看板

まで指定管理者さつくらせっとか、それは利用

を高めるためのグレードアップなんだからしよ

うがないんだという見解は私は納得いきません。

最低限の設備を整えて委任をするのが市の役割

でねえかなと私は思いますが、再度見解をお願

いします。 

○佐々木謙二委員長 ここで暫時休憩いたします。

再開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ３時００分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○佐々木謙二委員長 休憩前に復し、会議を再開

いたします。 

 小関秀一委員の質疑を続行いたします。 

 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 小関秀一委員の方からは、植

樹とか休憩所、これについても備品なのかと言

うようなご質問かと思いますが……。 

（「芝刈り機」の声あり） 

○大滝昌利教育長 芝刈り機。先ほど申し上げま

したように、パークゴルフ場としての最低の設

備ということで３点ほど申し上げました。それ

は行政の方でやっているわけですから、同じ答
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弁になりますけども、指定管理者を受けた側で、

パークゴルフ場をよりよいパークゴルフ場にす

るための備品なり、または附帯設備というふう

に考えているところです。指定管理者を受ける

側の方で整備をしても差し支えないもんじゃな

いかなというふうに思っています。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 先ほど質問の中で、私は

直営をした場合にもこういう備品なり道具につ

いては必要になるんでないですかというふうな

こともつけ加えて質問したんですが、例えば、

看板ぐらいはとか、直営にした場合ね。例えば

芝の管理をするにも、直営でした場合だって芝

刈り機は必要なわけだべした。部分的に作業員

を雇ってする方法もあんなんべげんども。私は

ここでいう指定管理者なり条例でおっしゃって

る体育施設をどういうふうにとらえっか、非常

に見解が違うんだなというふうにつくづく思い

ました。 

 つまり、一般的にいう備品といわゆる資産と

いうか、道具に関して、例えば10万円以上とか、

耐用年数で年々減価償却をしながら利用するも

のについては、資産とみなすということを考え

れば、利用者のための道具もある程度の部分に

ついては、市が設備を当初からしんなねもので

ねえかなというふうに私は理解しておるんです。

ですから、そこを指定管理者さ、お金を貸しな

がら、そういう道具もそろえていただきながら、

管理をお願いする指定管理者というのは、私は

おかしいなというふうに、そこんとこを疑問に

思ってます。 

 常任委員会のときも、生涯スポーツ課長から、

長井市で試算した場合、直営で維持管理をする

には250万円ほどの経費がかかるであろうとい

うふうな積算をしましたというふうな説明を私

はお聞きしましたので、もし生涯スポーツ課長

にその250万円の根拠があったら、説明をいた

だきたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 佐藤孝博生涯スポーツ課長。 

○佐藤孝博生涯スポーツ課長 250万円というこ

とでありますが、正確には直営をする段階で、

する段階といいますか、検討を直営と指定管理

者したわけですが、直営の場合はということで

積算をしております。そのときは合計で254万

7,000円ほど必要なのかなというふうに試算を

しております。備品等で業務費161万円、草刈

り機64万7,000円、水道開栓費１万6,000円、電

気設備27万4,000円というようなことで、その

段階では積算をいたしました。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 指定管理者の計画から申

し上げますと、今、説明をいただいた部分のほ

かに、例えば水飲み場のグレードアップとか休

憩所とか樹木植栽とかというふうなことは積算

の中には入ってなかったということで、利用し

やすいようにのがわクラブがこれも準備するん

だよというふうなことで、さっき教育長からあ

ったグレードアップをして利用拡大を図るとい

うことにつながるのかなというふうには思われ

ますが、やはり予定をして積算をし合った芝刈

り機というふうなたぐいの部分については、私

は今も長井市が公の機関として市民サービスを

するに最低限の設備だなというふうに私も思い

ます。それを整えてから、管理を委任するとい

うふうなのが筋でないかなというふうに思いま

す。 

 例えばこまいこといえば、地区公民館のコピ

ー機なんかについては、指定管理者になった

方々がリースをしたりというふうなことはお聞

きするわけですが、例えばガラスが割っちゃと

か、大きな修繕が必要だというのは、市との協

議だというふうに恐らく思います。じゃあ、こ

こさかかってる10万円以上のものについては、

災害は除いてです、市と協議する10万円以下の

修理については、管理者が責任を持って修理も

するんだというふうにリスクの負担区分でかか
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っておるわけですが、草刈り機なんていうと、

芝刈り機なんていえば、ちょっとした故障で20

万円も30万円かかるケース、たちまちある。指

定管理者側の財産である草刈り機がそういうふ

うな多額な故障出たとき、協議して市もそれを、

じゃあどういう名目で補っていくのか、再度教

育長にお尋ねを申し上げます。 

○佐々木謙二委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 例えばという話で出たわけで

すけども、芝刈り機をのがわクラブで買った場

合には、のがわクラブの財産ですから、その故

障についてはのがわクラブの方で修理をすると

いうことになります。 

 あと10万円以上の大きな修繕になった場合に

は協議をするということになります。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 ちょっと疑問点残るわけ

ですが、最後にです。 

 私は指定管理者制度というのは、うまく活用

しながら市民サービスを提供していくという一

つの方法としては、大変見方にとってはいい部

分いっぱいあるなというふうに思います。これ

について、いかに運営をしてんかというのが、

私んだの行政当局なり議会の中できちんと議論

を重ねた上で、もっともっと前向きに進むべき

だなというふうに思うときに、指定というか管

理運営をされる指定者側が借金までしょって、

しかも貸し付ける側が市であったりしていいの

かというふうな疑問はまだ私は疑問点として残

ります。 

 400万円の貸し付けについては、常任委員会

の折、財政課長が補足説明者として出席されて、

法人でなくても個人についても市の業務に協力

するような団体についての貸し付けは可能だと

いうふうに説明をされましたが、今まで市が貸

し付ける相手として、事例では青年団とか婦人

会なりの社会教育団体と認知されるような方に

ついてはいいんだというふうに言われておりま

すけれども、全くのいわゆるのがわクラブのよ

うなスポーツ愛好会とか任意団体、個人に対し

ての貸し付けというのは、今まであったのかど

うかだけお聞かせをいただきたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 どなたに答弁者、指名しま

すか。市長ですか。 

○５番 小関秀一委員 市長からお願いします。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私の知る範囲ではないと思いま

すが、なお、財政課長の方からも答弁いたさせ

ます。 

○佐々木謙二委員長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。 

 全くの個人についてはいまだなかったかと思

っております。最近では、地場産業振興センタ

ーの直売所、これに貸し付けしたり、農林課の

方で、ちょっと忘れましたが、団体貸し付けは

行っております。 

○佐々木謙二委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 さまざまな課題、問題、

残っておるなあというふうに思いますので、じ

っくり私も検討して、第54号議案と予算の審議

に今後も当たりたいというふうに思います。答

弁ありがとうございました。 

 

 

 我妻 昇委員の総括質疑 

 

 

○佐々木謙二委員長 次に、順位５番、議席番号

７番、我妻 昇委員。 

○７番 我妻 昇委員 よろしくお願いいたしま

す。 

 最初に、先ほど市長から、きのうの大雨の件

でいろいろこういうところが水が上がったとい

うような話の中で、私も昨晩、約４時間半ぐら

い消防団として水上げ作業をしておったんです

が、高野町でもしておりましたんで、ぜひ、勘 


